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第１章 しまね教育振興ビジョン 

 
 島根県教育委員会は、令和２年３月に、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とす
る「しまね教育魅力化ビジョン」を策定し、この中で示した島根県の教育が目指すべき姿に基づい
て、本県の教育を推進してきました。 
 令和７年３月には、令和７年度から令和11年度までの５年間を計画期間とする「しまね教育振興
ビジョン」（以下「教育ビジョン」という。）を策定しました。 
教育ビジョンを着実に推進するため、知事部局や市町村等と連携・協働して、施策に取り組みま

す。 
また、学校・家庭・地域をはじめ、大学・企業・専門家・ボランティア・ＮＰＯ・各種団体など

の多様な主体と連携・協働して、県民一体となった施策の推進を図ります。 
 
 

【島根らしい魅力ある教育の推進】 

１ 「誰もが、誰かの、たからもの。」 

島根では、他の地域に誇れる島根の良さや魅力である「人のつながり、あたたかさ」を「誰もが、

誰かの、たからもの。」として発信しています。 

家族に愛され、地域の人から大切にされて育つこと。そして、豊かな自然、歴史・文化、伝統、

産業などの地域の資源を人から直接学び、経験することの中から、周囲の人々への感謝の気持ちが

生まれ、生まれ育った地域を好きだと感じ、誇りに思う気持ちが育つこと。それらが自分の存在へ

の感じ方に反映された結果、「自分も一人の人間として大切にされている」という自己存在感、自

己肯定感が育まれます。 

お互いの個性や多様性を認め合い、励まし合い、支え合いながら、子どもたち自身が、「自分が

誰かのたからもの」であり、「誰もが自分のたからもの」であると思えるような教育を展開します。 

 

２ 人とのふれあい、つながりによる学び 

島根には、人と人とが直接ふれあい、つながりながら大人も子どももともに学び合う地域社会が

あります。子どもたちが、最も身近で、毎日当たり前に感じる地域を素材に学ぶことは、子どもた

ちの豊かな心を育むとともに、地域への愛着や誇りにつながっていきます。 

また、人が人から学ぶ、人が人を育てる学びは島根の強みであり、こうした学びは、実社会で生

きるために必要となる力になるとともに、育った地域や、住んでいる地域の将来に関わり、支えた

いという想いにもつながります。 
 

３ 子どもたち一人ひとりの夢や希望の実現 

島根には、豊かな自然や歴史・文化、人との関わりの中で、本物に触れる体験等を通して学ぶこ

とができる恵まれた環境があります。こうした学びから、子どもたちの学びへの興味や関心が高ま

り、主体的に学びに向かう意欲が生まれます。 

幼児教育施設から小学校、中学校、高等学校、特別支援学校まで、学校種を超えた連携を図りな

がら学びをつなぎ、子どもたちの主体性や多様性を尊重しながら、一人ひとりの個性や能力、得意

な分野を伸ばすことによって、子どもたちの将来の夢や希望の実現を支援します。 
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【家庭・地域と連携・協働した学校教育の展開】 

１ 学校の役割 

今日の教育は、単なる知識及び技能の習得だけでなく、一人ひとりの個性や能力を伸ばし、他者

と協働しながら課題を解決していく力や、自分の良さや可能性を認識できる自己肯定感を育むこと

が重要となってきています。 

学校は、子どもたち一人ひとりの夢の実現を支援し、自立して社会で生き、豊かな人生を送るこ

とができるよう、その基礎となる力を育む場ですが、子どもたちは、学校だけで育まれるものでは

なく、地域社会における多様な人々との関わりや、それを通じた様々な経験を重ねていく中でも育

まれます。 

子どもたちに関わる大人の生きた言葉や活動によって、子どもたちは、現実に社会で起きている

ことや、伝えられていることなどを実感できたり、多様な生き方があることを学び、人生の選択肢

を拡げたりしていくことができます。そうした地域とのつながりや大人との関わりを通して、自分

を見守り、育ててくれていることへの感謝の気持ち、地域に恩返しをしたいという気持ちが育まれ

ます。 

また、地域にとっても、子どもたちの成長を軸にした学校との連携・協働は、新たな学びや生き

がい、楽しみを得るなど、住民一人ひとりの活躍の場の創出や、地域文化を守っていく活力を生み

出すことにつながっています。 

学校は、子どもたちの学びや成長を保障する役割に加え、社会資源として地域や地域住民の社会

生活の核にもなってきており、その役割は大きくなっています。 
 

２ 家庭との連携 

家庭教育は全ての教育の出発点ですが、核家族化が進むなど家庭環境やライフスタイルが多様化

していく中で、身近な地域における親をはじめとする保護者への支援の必要性が大きくなってきて

います。 

子育ては保護者の責任であり義務ではありますが、保護者が安心して家庭教育を行うことができ

るよう、地域において、子育てに関する気づきの場や、保護者同士のつながりづくりの場などを提

供していくことが必要となってきています。 

学校においては、教職員が日々、教育に対する使命感や子どもたちに対する深い理解と愛情によ

り子どもたちの成長を支えています。こうした教職員の姿を保護者の方々にも理解していただき、

子どもたち一人ひとりが充実した学校生活を送ることができるよう、学校と家庭が連携していくこ

とが重要です。 

 

３ 地域との協働 

県内の多くの小中学校、全ての県立学校においては、学校運営協議会を設置しており、学校運営

に地域の声を積極的に活かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めることとしていま

す。 

また、県内のすべての市町村では、小中学校において地域学校協働活動を通じた学校と地域の連

携・協働が図られており、地域の方々が教育活動に参画することで児童生徒の学びの充実に繋がっ

ています。 

県立高校においては、教職員、保護者、市町村、大学、地元企業、地域住民など多様な主体が参

画して、魅力ある高校づくりに取り組む協働体制である高校魅力化コンソーシアムが、令和３年度

までに全ての県立高校に構築されました。 

学校運営協議会の充実と、これらの協働体制における取組が一体となって推進されることによ

り、学校と地域の方々が、地域の子どもたちにどのように育ってほしいのか、何を実現していくの

かといった目標やビジョンを共有し、「地域とともにある学校」の実現に向けた取組を進めます。 
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【島根を愛する人づくり】 

第２期島根創生計画に掲げる「人づくり」は、島根に住む若者を増やし、その若者が、生産や消

費といった経済活動だけでなく、地域の活力の源になることをそのゴールとしています。 

そのため、若者が家と職場の往復だけでなく、外へ出て、スポーツ、文化活動、国際交流などで、

まずは「人と関わる」ことから始め、ボランティア活動や社会貢献活動を行うことで「社会と関わ

る」ことへ、そして、地域づくりに参加し、地域の課題に真剣に向き合うことを目指しています。 

島根の教育では、子どもたちがふるさと教育 で、身近な地域から島根全体まで、自然や歴史・文

化、伝統、産業、人物などをよく知り、体験します。そして、各学校段階での探究的な学びでは、

地域をはじめ日本や世界にどのような課題があるのかをより広く知り、自分が将来、どのような立

ち位置で、どのような役割を果たすのかなどに想いを馳せる学びを進めます。 

その結果、まずは、どこに住んでいようとも、自分の住んでいる地域の人々と関わりを持ち、地

域社会に貢献する人に育ってほしいと考えています。 

そして、学びの素材が島根であること、取り上げる地域課題が身近なものであることで、学習効

果が高まり、結果として島根を愛し、島根に住み続けたい、一旦は県外に出ても島根に戻ってきた

い、と思う若者が増えることを期待しています。 

さらに、日本や世界を見渡す広い視野をもち、島根に想いを馳せながら活躍する若者も出てきて

ほしいと考えています。 

そのためには、子どもたちの選択肢を拡げ、希望する道に進むために必要な資質・能力を身に付

けることが大切です。 

子どもたち一人ひとりの夢や希望の実現に向けて、学校と家庭・地域が連携・協働した学びを推

進します。 
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【全体構成】 

 

学校・家庭・地域学校・家庭・地域

基本目標

すべての子どもが

学びの主人公
［一人ひとりを尊重する学校］

実体験に根ざした

本物の教育
［地域とともにある学校］

挑戦心、探究心が育つ

学びの環境
［子どもも大人も学び成長する学校］

教職員の資質・能力が発揮される環境の整備

・ 働き方改革による子どもと向き合う時間の確保

・ 多様で充実した研修機会の確保

・ 教職員の人材確保

育てたい資質・能力

学びの土台をなす人間力

① 自分の心身の状態を把握

し、健康でバランスの取れ

た生活をおくる力

② 自分を含むすべての人の

権利を尊重して行動する力

③ 自分の良さや可能性を認

識し、夢や希望をもって未

来に挑戦する力

④ 困難に挫けず、障壁を乗

り越えようと粘り強く取り

組む力

⑤ ふるさと島根への愛着と

誇りをもち、その未来を考

えようとする力

学びの中核をなす学力

① 学ぶことの意味を理解し、

主体的に学びに向かう力

② 基礎的な知識及び技能を

身に付け、学んだことを活

かして探究する力

③ 問題を発見し定義する

（問いを立てる）力

④ 多様な情報を収集・蓄積

し、読み解いたり分析した

りする力

⑤ 自分の考えを、自分の言

葉で説明し、自分らしく表

現・発信する力

⑥ 既存の枠組みを破り、新

たなアイデアや方法を生み

出す力

学びを展開する社会力

① 地域・社会の維持・発展

に貢献しようとする姿勢

② 多様性を認め、相手を尊

重するとともに、相互に支

え合う姿勢

③ 他者と協働して課題を創

造的に解決していく力

④ 環境問題や持続可能な社

会の構築に関する意識や行

動力

大切にしたい教育環境

・ すべての子どもたちに、

安全・安心が感じられる

居場所のある教育環境

・ 日常生活のあらゆる場

面で高い人権意識が浸透

した教育

・ チャレンジしたいこと

があれば、それを後押し

し、支え、見守る教育

・ 子どもたちがそれぞれ

もっている個性や能力、

将来の可能性を信じて待

つ教育

・ 島根の自然環境を活か

した野外活動等を通じた

体験学習の機会

・ 子どもたちそれぞれの理

解度や習熟度に応じた個別

の指導

・ 地域の特性を活かした体

験学習（地域課題解決型学

習等）

・ 地域産業の特性や課題か

ら自分の将来を考える地域

連携型キャリア教育

・ ⅮⅩ化の進む現代社会に

対応できるＩＣＴ活用を含

む情報活用能力を育成する

教育

・ 自己と社会の関係を理解

し、社会をつくる住民とし

ての認識を高める教育

・ 言語教育と異文化理解を

柱とする多文化共生

・ 人々の多様な生き方に触

れたり対話したりする機会

の充実

・「地域とともにある学校」

の強みを活かした特色ある

学校づくり

１ 発達の段階に応じた学力の育成

・ 基礎学力の育成

・ 幼小連携・接続の推進

・ 理数教育の充実

・ ＩＣＴを活用した教育の推進

・ ふるさと教育や探究的な学びの

推進

・ 読書活動の推進

・ 国際理解教育の推進

・ キャリア教育の推進

・ 望ましい生活習慣の確立、心身

の健康づくりと体力の向上

・ 人権教育の推進

・ 道徳教育の推進

２ 教育上の配慮が必要な子どもの

学びへの支援

・ インクルーシブ教育システムの

推進

・ 不登校児童生徒等への支援

・ 学校と福祉の連携の推進

・ 日本語指導が必要な児童生徒等

への支援

・ 学び直しの体制の充実

３ 地域との協働による学びの充実

・ 地域との連携・協働の推進

・ 地域を担う人づくり

・ 社会教育における学びの充実

・ 家庭教育支援の推進

・ 体験活動の充実

４ 教育の基盤となる環境の整備と

充実

・ 学びを支える指導体制の充実

・ 教職員の人材育成

・ 働き方改革の推進

・ 学校危機管理体制の充実

・ 学校施設の環境改善の推進

・ 部活動の地域連携・地域移行

・ 図書館サービスの充実

・ 文化財の保存・継承と活用

・ 私立学校への支援

基本目標を実現するための具体的施策

-6-


